
本庄市立図書館協議会次第 
 
               日時 令和６年８月２７日（火） 
                     午後２時～ 
                  場所 本庄市立図書館２階 会議室 

                                      
 
１．開  会 

 
２．あいさつ 
 
３．委員の交代について 
 
４．議 事 
     

  （１）令和５年度図書館事業報告について 
 
（２）令和６年度図書館事業計画について 
 
    

５．その他 
          

      
６．閉  会 



一般対象

実施日 事　業　名 内　　　　　　　　　　　　容 参加人数

児童対象

実施日 事　業　名 内　　　　　　　　　　　　容 参加人数

7月28日
夏休み手作り工作
教室（本館）

小学生を対象にした工作教室「楽しいロケットを作ろう」を
実施。

19人

185人

4月～3月

6月～2月 出張おはなし会

10月21日 文芸講演会（本館）
「秩父事件と高山社蚕業学校-金屋戦争の歴史的意義を
考える」　講師：黒沢 正則　氏
（11月25日に講演内容を本庄ケーブルテレビで放映）

76人

ブックスタート（本館）
保健センターでの１０か月児健康相談時にブックスタート
パック（絵本、コットンバッグ、パンフレット）を渡した。

913人

4月～3月
絵本とわらべうたの
おはなし会

本館：毎月第１木曜日、児玉分館：毎月第２水曜日。　
絵本の読み聞かせとわらべうたを歌う。

本館：毎月第２・４土曜日、児玉分館：毎月第２土曜日。　
絵本の読み聞かせや紙芝居を実施。
※参加人数にはおはなしのつどい（児玉分館）、夏休み
おはなし会（本館）等を含む。

565人

2月4日
ボランティア養成講
座(本館)

「はじめての読み聞かせ」　講師：中村 順子　氏 28人

令和5年度　事業報告

9月～10月 読書講座（本館） 「源氏物語宇治十帖を読む」(全7回）　講師：𠮷田 茂　氏

企画展「写真で見る
秩父事件」（本館）

秩父事件関連の旧跡・墓標等の写真や郷土出身の詩人
高橋秀一郎氏の秩父事件に関する詩の原稿等を展示。

－

延　114人

10月4日～
10月29日

小学校１年生を対象に学校でおはなし会を実施。 606人

8月～3月 DVD上映会（本館）
小学生を対象にしたDVD上映会。「バイキングビッケ」「ス
ノーマンとスノードッグ他２作品」「ふしぎ駄菓子屋銭天堂」
を上映（計３回実施）。

　68人

8月1日
こども書道教室
（児玉分館）

小学生を対象にした「こども書道教室」を実施。 10人

秋の読書週間展示「英
語の本を見てみよう！」

（本館）
英語の絵本と日本語の絵本の同じ作品をセットで展示。 －

小学校５校、保育園１園が図書館見学。 296人11月～2月
図書館見学
（本館・児玉分館）

11月1日～
11月29日

DVD上映会（本館）11月4日
「草の乱」を上映。
上映前後に秩父事件に関係した本を紹介。

57人

5月3日～
5月30日

こどもの読書週間特別
展示「こどものとも復刻

版」（本館）
「こどものとも復刻版」を展示するとともに、解説を展示。 －

4月～3月 おはなし会
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＜ 本　館 ＞

実施日 事　業　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　容

4月～3月 おはなし会 毎月第２・４土曜日に絵本の読み聞かせや紙芝居を実施。

4月～3月
絵本とわらべうた
のおはなし会

毎月第１木曜日に幼児向けのわらべうたと絵本の読み聞かせを実施。

6月～2月 出張おはなし会 市内の小学校を訪問し、１年生を対象におはなし会を実施。

 4月～3月 ブックスタート
毎月１回、保健センターでの乳幼児１０か月健診時に、ブックスタートパック
（絵本２冊、コットンバッグ、パンフレット）を渡す。

7月～8月 読書講座 一般対象　講師：𠮷田 茂　氏　「くずし字で読む伊勢物語」 全５回

7月26日
夏休み手作り工作教
室 児童向け工作教室　「世界に一冊だけの本をつくろう！」

8月～3月
DVD上映会（児
童向け）

小学生以下を対象としたDVD上映会を夏休み・冬休み・春休み期間に実
施。

9月6日 回想サロン  高齢者を対象に昭和20年代の懐かしい映像を視聴し、回想法を体験。

10月19日 文芸講演会 一般対象　講師：柴崎 起三雄　氏　「金鑚神社奉納俳額と言葉あそび」

１0月 企画展 内容未定

11月14日
DVD上映会（一
般向け）

「草の乱」を上映し、秩父事件に関係する本を紹介。

未定
ボランティア養成
講座

内容未定

＜児玉分館＞

実施日 事　業　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　容

4月～3月 こだまおはなし会 毎月第２土曜日に絵本の読み聞かせや紙芝居を実施。

4月～3月
絵本とわらべうた
のおはなし会

毎月第２水曜日に幼児向けのわらべうたと絵本の読み聞かせを実施。

10月～１１月 出張おはなし会 市内の小学校を訪問し、１年生を対象におはなし会を実施。

7月24日
おはなしのつど
い

小学生以下を対象とした夏をテーマにしたおはなし会。

7月31日 こども書道教室 「こども書道教室」　講師：中川 啓玉　氏

11月
本のリサイクルフェ
ア

除籍した図書や雑誌のリサイクルフェア。

令和6年度   事業計画    資料２



252,419 点 126,132 人

●一般図書 121,784 冊

●児童図書 93,270 冊 76,766 人※

（うち紙芝居 2,910 冊） ※貸出人数、催し物人数、レファレンス件数、コピー件数の合計

●資料図書 26,484 冊 1,642 人

●雑誌 7,097 冊

●ＡＶ資料 3,784 点

（録音図書を含む）
6,999

302,965 点 ●一般図書 4,406 冊

●一般図書 123,584 冊 ●児童図書 2,433 冊

●児童図書 156,574 冊   （うち紙芝居　51冊）

160 冊

●資料図書 3,107 冊

●雑誌 15,653 冊 8,408 冊

●ＡＶ資料 4,047 点

5,471 冊
（録音図書を含む）

年間除籍冊数

（うち１２歳まで658人）

年間図書購入冊数

年間貸出点数

（うち紙芝居　6,556冊） ●資料図書

年間図書受入冊数

統　計　早　見　表
令 和 ５ 年 度

蔵書数 入館者数

年間図書館利用者数

新規登録者

137,409

101,434

121,579 119,505
123,584

161,289

124,884

158,272
153,099

156,574

11,202 5,828 6,400 7,535 8,555
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貸出点数の移り変わり

一般図書 児童図書 （うち移動図書館）
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本庄市立図書館協議会会議規則 

平成１８年１月１０日 

教育委員会規則第２３号 

（趣旨） 

第１条 本庄市立図書館協議会（以下「協議会」という。）の会議は、この規則の

定めるところによる。 

（委員長及び副委員長） 

第２条 協議会に委員長１人及び副委員長１人を置き、委員のうちからこれを互

選する。 

２ 委員長は、会議の長となる。 

３ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた

ときは、その職務を行う。 

（招集） 

第３条 会議は、図書館長がこれを招集する。 

（定足数） 

第４条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

（会議の公開の可否等） 
第５条 協議会の会議は、公開とする。ただし、公正かつ円滑な議事の運営に支

障が生じると認められる場合であって、出席した委員の３分の２以上の多数で

議決したときは、非公開とすることができる。 
（会議の開催の事前公表） 

第６条 協議会は、会議が開催される日の７日前までに、次に掲げる事項を記載

した会議の開催予定を市のホームページにより公表するものとする。ただし、

会議を緊急に開催する必要が生じたとき等やむを得ない場合は、この限りでな

い。 
 （１） 開催日時 
 （２） 開催場所 
 （３） 議題 
 （４） 傍聴人の定員及び傍聴の手続 
 （５） その他周知が必要な事項 

（会議の傍聴等） 
第７条 会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該傍聴を認めることによ

り行う。 
２ 協議会は、会議を傍聴する者に会議資料を提供するものとする。ただし、会

議資料が貴重、高額、大量である等提供することが困難であるときは、当該会

議資料を、会議が終了するまでの間、当該会議を行う場所に据え置き、閲覧に

参考資料 



供することにより提供に代えることができる。 
（通知） 

第８条 会議に付議すべき議題は、あらかじめ委員に通知するものとする。 

（表決） 

第９条 議題に対し表決の必要ある場合には、出席委員の過半数でこれを決し、

可否同数のときは議長がこれを決定する。 

（会議録等の公表） 
第１０条 協議会は、会議録を作成し、会議資料とともに議決により非公開とし

た部分を除いた上で、市のホームページにより公表するものとする。 
（庶務） 

第１１条 協議会の庶務は、教育委員会図書館において処理する。 
（委任） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、協議

会が別に定める。 
 

附 則 

この規則は、平成１８年１月１０日から施行する。 

この規則は、平成３０年６月２６日から施行する。 


